平成23年5月20日
株式会社西野　行動計画

　従業員の働き方を見直し、特に女性従業員の継続就業者が増えるよう、妊娠・出産・育児における支援、及び育児休業中の従業員に対しての支援のあり方を考える。

1.　計画期間　平成23年6月1日～平成27年3月31日までの3年10ヶ　　　　　　月
2.　内　　容

目標１　育児休業規程の整備を行う
＜対策＞

・平成23年6月～　育児・介護休業規程の整備を行う

目標２　妊娠中の女性従業員の母性健康管理についてのパンフレットを作成して従業員に配布し、制度の周知を図る
＜対策＞
・平成23年9月～　制度に関するパンフレット等を作成し、従業員に配布する

　　　　　　
目標３　産前産後休暇や育児休業などの制度に関するパンフレットを作成し、従業員に配布し、制度の周知を図る
＜対策＞
・平成24年1月～　健康保険や雇用保険からの給付金等、諸制度に関するパンフレット等を作成し、従業員に配布する

目標４　育児休業者に対して、復職した際にスムーズに業務に戻れるように、休業期間中に定期的に会社に関する情報提供を行う
＜対策＞

・平成23年9月～　休業中の労働者に対してどのような形で情報提供を行うかを

検討する。

